
 

 

三茶のミライ 

（三軒茶屋駅周辺まちづくり基本計画） 

 

参考資料２ 

９つの未来像実現のための取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



９つの未来像実現のための取組み 

９つの未来像実現のための取組みについて、取り組む主体（期待できる主体、既に

実施している主体）、実施を期待する時期、実施を期待する場所（対象場所）、実施状

況、活用可能な支援施策メニュー、区の関係所管を次項以降に整理しています。 

 

９つの未来像実現のための取組みの項目と内容など

 

項目 内容・考え方など

９つの未来像実現
のための取組み

「三茶のミライ」が「みんなの計画」であるという基本理念に基づき、まちづ
くり会議などで共有した幅広い意見をまちづくり検討委員会などの視点を踏ま
えながら整理しました。

取り組む主体
（期待できる主体、
既に実施している

主体）

・住 む 人：主に対象区域に住む区民や町会などの区民組織

・学 ぶ 人：主に勉学のために対象区域を訪れる人

・土地建物：居住地を問わず、主に対象区域内で土地と建物
を持つ人 そのどちらかを所有する個人や組織など

・働 く 人：対象区域内で働く個人事業主、法人など

・支援する：対象区域内でまちづくりに取り組む主体の活動
組 織 を支える団体など

・行 政：世田谷区、東京都、国土交通省など

※取組みにあたっては、道路管理者や交通管理者、関連する事業者
などの多様な主体と連携を図っていきます。

実施を期待する
時期

「三茶のミライ」策定後、取り組む主体が概ね５年以内で取り組み始められる
可能性があるものは短期、６年以上必要な可能性があるものは長期として考え
ました。
時期はあくまで目安であり、取り組む主体によって実際の期間は変動するもの

と考えています。

取組みの
実施を期待
する場所

対象区域において、基本方針では、三軒茶屋駅周辺のまちの個性やポテンシャ
ルを活かした機能イメージを示しています。このイメージを基に、取組み内容
を照らし合わせ整理しました。

機能イメージ

（基本方針_

三軒茶屋駅周辺の

機能イメージ

参照）

魅力共存ゾーン

住宅地と商業地の
バッファゾーン

玉川通り沿道ゾーン

Crossingゾーン
交流の軸



 

項目 内容・考え方など

取組みの
実施状況

新規・拡充する取組み：新規に取り組むもの及び現在実施している取組みを拡
充・拡大することも含めて整理しました。

実施している取組み ：既存の取組みへ参加することを期待し、取組みの実施
状況が分かるよう整理しました。

活用可能な
支援施策
メニュー

取組みを実施するための準備・計画・実施段階において、広く活用可能と考え
られる本区の支援施策を整理しました。
※実際の活用にあたっては、支援施策の目的や条件などを確認する必要があり
ます。

本区の
関係所管

各取組みを実施する際の最初の支援・相談先として、整理しました。



９つの未来像実現のための取組み

住む人 学ぶ人
土地建
物を持
つ人

働く人
支援す
る組織

行政
新規・拡
充する取

組み

歴史・文化・芸術の継承、創造、活動に資す
る情報発信

○ ○ － ○ ○ ○ 短期
計画対象区域内（主に世田谷文化生活
情報センター）

〇 ー
・紙媒体やHP、SNS等を活用した情報
　発信（せたがや文化マップ・世田谷
　芸術百華・情報ガイド等）

－
文化・芸術振興課
生涯学習・地域学校連携課
産業連携交流推進課

芸術創造や活動への幅広く多様な参加の推進
と制度的支援

○ ○ － － ○ ○ 短期 計画対象区域内 〇 ー
・三茶de大道芸
・区内団体のイベント事業の補助及び
　広報支援

地域文化芸術振興事業補助金

文化・芸術振興課
商業課
世田谷街づくり課
都市デザイン課

文化施設などの文化インフラを積極的に利活
用し、人と人を繋ぐ仕組み構築

－ － － － ○ ○ 長期 計画対象区域 〇 ー

・区共催事業における劇場、大学施設
　等の活用
・文化芸術活動団体等の発表の場の提
　供

－
文化・芸術振興課
商業課

SNS、紙媒体など様々な手法を用いた魅力的な
店舗やまちなか観光などに関する情報発信

－ ○ － ○ ○ － 短期
Crossingゾーン及び魅力共存ゾーンの
店舗、情報発信施設、オンライン、観
光案内所

○ －
・HP、アプリの多言語化
・英語版観光冊子の発行
・せたがやPayアプリからの通知

公益信託「世田谷まちづくりファンド」
【U23チャレンジ部門】、世田谷まちのス
テーション事業補助金交付、世田谷区活力あ
る商店街育成事業補助金交付

商業課（世田谷区商店街連合
会）
産業連携交流推進課（公社（ま
ちなか観光））

中小事業者の経営継続のための産業振興 － － － ○ － ○ 短期
Crossingゾーン、玉川通り沿道ゾーン
及び魅力共存ゾーン

－ ○

・経営支援コーディネーター
・地域連携型ハンズオン支援事業
・業態転換及び新ビジネス創出支援補
　助金

－
産業連携交流推進課
（公社（経営支援））
商業課

様々な事業者の連携による新たな名物や魅力
の創出

－ － － ○ － － 短期
Crossingゾーン、玉川通り沿道ゾーン
及び魅力共存ゾーン

－ ○

・世田谷区ビジネスマッチングイベン
　ト出展支援事業補助金
・地域連携型ハンズオン支援事業
・業態転換及び新ビジネス創出支援補
　助金

－
産業連携交流推進課
商業課

新たなビジネスモデルの開発など、事業所の
経営基盤強化

－ － － ○ － ○ 短期
Crossingゾーン、玉川通り沿道ゾーン
及び魅力共存ゾーン

－ ○

・世田谷区ビジネスマッチングイベン
　ト出展支援事業補助金
・世田谷区知的財産権取得支援補助金
・地域連携型ハンズオン支援事業
・業態転換及び新ビジネス創出支援補
　助金

－
産業連携交流推進課
商業課

空き家や店舗シェアリングの制度を活用した
創業・個店が増加する仕組み構築

－ － ○ ○ － － 短期 Crossingゾーン ー 〇
・商店街施設整備事業（ハード事業）
・商店街活性化事業（ソフト事業）

－
商業課
産業連携交流推進課

民間企業や金融機関、産業支援機関、大学な
どと連携した創業推進・事業支援

〇 ○ ○ ○ 〇 ○ 短期 Crossingゾーン 〇 ー

・世田谷区創業支援等事業計画に基づ
　く創業支援
・地域連携型ハンズオン支援事業
・業態転換及び新ビジネス創出支援補
　助金
・SETAGAYAPORT（せたがや産業創造プ
　ラットフォーム）

中小企業向け融資あっせん事業（創業支援
金）、中小企業向け融資あっせん事業（創業
支援金　商店街空き店舗特例）

産業連携交流推進課
商業課

地域活性化に向けた、多世代が楽しめるイベ
ント実施

○ ○ － ○ ○ ○ 短期 Crossing ゾーン及び魅力共存ゾーン 〇 ー

・三茶de大道芸
・三茶ラテンフェスティバル
・太子堂ふれあいまつり（青少年地区
　委員会）
・太子堂ふれあいボウリング大会（青
　少年地区委員会）
・太子堂マラソン大会（青少年地区委
　員会）
・太子堂あんしんフェア（あんしんす
　こやかセンター）
・各町会での親睦、交流のためのおま
　つりや行事など

世田谷区社会福祉協会ホームページ（支えあ
い掲示板）、世田谷区社会福祉協議会地区
ホームページ（せたがや福祉団体情報サイ
ト）、世田谷ボランティア協会ホームペー
ジ、世田谷くみん手帖、世田谷芸術百華、世
田谷区社会福祉協議会各地区事務局メールマ
ガジン、市民活動支援コーナー、世田谷ボラ
ンティアセンター・ビューロー、地域の絆連
携活性化補助金交付

地域振興課
まちづくりセンター

魅力あるまち並みなどを継承するためのまち
づくりルール構築

○ ○ ○ ○ － ○ 長期
Crossingゾーン及び住宅地と商業地の
バッファゾーン

〇 ー

・地区計画
・地区街づくり計画
・区民街づくり協定
・風景づくり計画

風景づくり活動団体の登録、風景づくりアド
バイザー、公益信託「世田谷まちづくりファ
ンド」【まちづくり活動部門】、世田谷区一
般コミュニティ助成事業助成金交付、世田谷
区まちのステーション事業補助金交付、世田
谷区活力ある商店街育成事業補助金交

地域振興課
街づくり課
商業課
都市計画課
市街地整備課
都市デザイン課

商店街活性化を図るための支援 － － － ○ － ○ 短期 計画対象区域 〇 ー
・顧問的診断士派遣事業
・活力ある商店街育成事業補助

顧問診断士、世田谷区まちのステーション事
業補助金交付、世田谷区活力ある商店街育成
事業補助金交付

商業課

1
歴史を継承しアート
を生み出すまち

2
個性豊かな店が通り

を彩るまち

９つの未来像実現のための取組み９つの未来像
実施を期待
する時期

実施を期待する場所
（対象場所）

活用可能な支援施策メニュー
（2020年4月時点）

区の関係所管

実施状況

実施している取組み
(記載しているもの以外でも新たに始められます)

取り組む主体
（期待できる主体、既に実施している主体）



住む人 学ぶ人
土地建
物を持
つ人

働く人
支援す
る組織

行政
新規・拡
充する取

組み

９つの未来像実現のための取組み９つの未来像
実施を期待
する時期

実施を期待する場所
（対象場所）

活用可能な支援施策メニュー
（2020年4月時点）

区の関係所管

実施状況

実施している取組み
(記載しているもの以外でも新たに始められます)

取り組む主体
（期待できる主体、既に実施している主体）

多様な働き方促進に向けたICT環境整備 － － ○ － － ○ 短期
Crossing ゾーン、魅力共存ゾーン及び
玉川通り沿道ゾーン

○ － － － 工業・ものづくり・雇用促進課

多様な働き方を推進する起業・創業・事業者
への支援

〇 ○ ○ ○ 〇 ○ 長期 玉川通り沿道ゾーン ○ －
・SETAGAYAPORT（せたがや産業創造プ
ラットフォーム）

－ 産業連携交流推進課

自由自在な仕事の仕方ができるオフィス整備
及び利用推進

－ － ○ ○ － － 短期 Crossing ゾーン － ○ ・三茶おしごとカフェ運営

子ども基金助成、世田谷区子育て活動団体補
助事業補助金交付、世田谷区おでかけひろば
事業運営費補助、世田谷区自主保育団体補助
事業補助金交付

工業・ものづくり・雇用促進課

新たな産業の育成となる起業や就労に関する
発信

〇 〇 〇 〇 〇 ○ 短期
Crossingゾーン及び魅力共存ゾーン、
オンライン

〇 ー
・SETAGAYAPORT（せたがや産業創造プ
ラットフォーム）
・三茶おしごとカフェ運営

－
産業連携交流推進課
工業・ものづくり・雇用促進課
（公社（就労支援））

中小企業などとのマッチングの推進 － － － 〇 － ○ 短期 Crossingゾーン及び魅力共存ゾーン － ○ ・三茶おしごとカフェ運営 －
工業・ものづくり・雇用促進課
（公社（就労支援））

滞在性を向上させる公共的な空間の利活用の
推進

－ － ○ ○ － 〇 長期
Crossingゾーン、玉川通りゾーン、魅
力共存ゾーン内

○ － －
世田谷区一般コミュニティ助成事業助成金交
付

地域振興課
商業課

街区一体化などの面的整備に合わせ、まちづ
くり活動ができる広場空間整備

－ － ○ ○ － 〇 長期 Crossingゾーン 〇 ー ・市街地再開発事業 世田谷区市街地再開発事業補助金交付
街づくり課
市街地整備課

定期的な美化活動やリサイクル活動及び路上
喫煙禁止の啓発活動の推進

○ － － ○ － － 長期 crossingゾーン 〇 ー
・区民や事業者と連携したキャンペ
　ーン活動等

世田谷区健康づくり活動奨励事業 環境計画課

喫煙場所の整備及び支援 － － － ○ － ○ 長期 crossingゾーン 〇 ー
・区による指定喫煙場所の整備及び
　民間による喫煙場所整備への補助

世田谷区指定喫煙場所設置費補助制度 環境計画課

憩いとなるみどりを推進するための仕組み構
築

○ － ○ － － ○ 長期 計画対象区域内 〇 ー ・地区街づくり計画
世田谷区接道部緑化及び屋上緑化等整備助成
金交付

街づくり課
みどり政策課

質、量ともに豊かな地域にするための緑地空
間整備

－ － ○ ○ － ○ 長期 計画対象区域内 〇 ー
・地区計画
・地区街づくり計画
・東京都木造住宅密集地域整備事業

世田谷区市街地再開発事業補助金交付、世田
谷区接道部緑化及び屋上緑化等整備助成金交
付

街づくり課
みどり政策課
市街地整備課

商業空間の利活用により回遊性を高めるため
の休憩場所などの整備

－ － ○ ○ － － 長期
Crossingゾーン、玉川通り沿道ゾー
ン、魅力共存ゾーン

○ － －
世田谷区ユニバーサル生活環境整備助成金、
商店等にベンチ設置費用の助成制度、小規模
店舗等改修費用の助成制度

街づくり課
都市デザイン課

新たなモビリティなどの活用に向けた利用環
境の整備及び利便性向上促進

－ － － ○ 〇 ○ 長期 計画対象区域内 ○ － － － 交通政策課

南北方向の分断回避を目指した道路横断機能
の整備

－ － ○ ○ － ○ 長期 Crossingゾーン 〇 ー
・地区街づくり計画
・交通バリアフリー基本構想

－
街づくり課
交通政策課
市街地整備課

シェアサイクル活用などによる自転車利用環
境の改善

－ － － ○ － ○ 長期
crossingゾーン、魅力共存ゾーン、玉
川通り沿道ゾーン

〇 ー
・レンタサイクル・コミュニティサイ
　クルの運営

－ 交通安全自転車課

通行環境の向上を目指した歩きやすい歩行空
間整備

○ － ○ ○ － ○ 長期 計画対象区域内 〇 ー

・地区街づくり計画
・三軒茶屋駅ホームドア設置
・エレベーター設置
・無電柱化推進計画

世田谷区地区街づくり協議会経費助成金交付

街づくり課
都市デザイン課
道路計画課
交通政策課
土木計画調整課
交通安全自転車課
工事第一課

住宅地の交通安全に向けた自転車通行空間整
備

－ － － － － ○ 長期 住宅地と商業地のバッファゾーン 〇 ー
・世田谷区自転車ネットワーク計画に
　基づく自転車通行空間整備

－

道路計画課
土木計画調整課
交通安全自転車課
工事第一課

4
くつろぎの空間が育

まれるまち

5
誰でも気軽に出かけ

られるまち

暮らしの近くに「働
く」があるまち

3



住む人 学ぶ人
土地建
物を持
つ人

働く人
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る組織
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９つの未来像実現のための取組み９つの未来像
実施を期待
する時期

実施を期待する場所
（対象場所）

活用可能な支援施策メニュー
（2020年4月時点）

区の関係所管

実施状況

実施している取組み
(記載しているもの以外でも新たに始められます)

取り組む主体
（期待できる主体、既に実施している主体）

市街地の再構築として高度利用などによる魅
力ある拠点の創出と商業・業務・滞在施設な
ど機能の集積

○ － ○ ○ － ○ 長期 Crossingゾーンの中心部 〇 ー ・市街地再開発事業 世田谷区市街地再開発事業補助金交付

街づくり課
商業課
都市計画課
市街地整備課

交通利便性向上を目指した公共交通などの乗
換え機能の集約

－ － ○ ○ － ○ 長期 Crossingゾーンの中心部 〇 ー ・市街地再開発事業 世田谷区市街地再開発事業補助金交付

街づくり課
都市計画課
市街地整備課
道路計画課
交通政策課

公共施設及び公共的空間の活用推進に向けた
仕組み構築

○ － － ○ ○ ○ 長期 Crossingゾーン ○ － －
世田谷区一般コミュニティ助成事業助成金交
付、世田谷区活力ある商店街育成事業補助金
交付

地域振興課
街づくり課
商業課
都市計画課
市街地整備課
みどり政策課
土木計画調整課

地下空間における魅力ある広場などの創出 ー ー 〇 〇 ー 〇 長期 Crossingゾーン 〇 ー ・市街地再開発事業 世田谷区市街地再開発事業補助金交付
街づくり課
市街地整備課

公共施設機能の複合化、多機能化 － － － 〇 － ○ 長期 計画対象区域内 〇 ー ・公共施設の管理、保全、更新 －
政策企画課
公共施設マネジメント推進課

駅周辺の防災性向上のための帰宅困難者など
の滞留空間整備

－ － ○ ○ － － 長期 Crossingゾーン ○ － － －
街づくり課
災害対策課
市街地整備課

災害発生時の組織間の連絡・対応体制構築 ○ － － ○ － ○ 短期 計画対象区域内 － ○
・防災塾（太子堂地区、若林・三軒茶
　屋地区）
・地区情報連絡会

－
地域振興課
まちづくりセンター
災害対策課

災害対応力向上を目指した防災訓練の推進 ○ ○ － ○ ○ ○ 短期 crossingゾーン － ○
・避難所運営訓練（小中学校単位）
・地区防災訓練（太子堂）
・町会単位の防災訓練

－
地域振興課
まちづくりセンター

災害時のボランティア人材の確保 － ○ － － ○ ○ 短期 計画対象区域内 － ○

・せたがや災害ボランティア事業（世
　田谷ボランティア協会）
・世田谷ボランティア協会による講義
（防災塾・避難所運営訓練）

－

生活福祉課
災害対策課
地域振興課
まちづくりセンター

防災に関する情報発信 ○ － － ○ － ○ 短期 計画対象区域内 〇 ー
・区ＨＰ等
・ミニコミ誌の発行（町会・みぢま
　ち）　など

－
地域振興課
まちづくりセンター
災害対策課

防犯パトロール活動の継続体制構築と防犯体
制を担う人材育成

○ － － ○ － ○ 短期
計画対象区域内（主にcrossingゾー
ン、魅力共存ゾーン）

－ ○
・防火・防犯パトロール（町会・みぢ
　まち）

地域防犯リーダー活動支援、防犯パトロール
活動の物品助成

まちづくりセンター
商業課
地域生活安全課

まちの治安維持・向上を目指した仕組み構築 ○ － － ○ － ○ 短期 計画対象区域内 － ○

・防火・防犯パトロール（町会・みぢ
　まち）
・緑道清掃
・防犯設備（防犯カメラ等）の整備に
　関する補助

世田谷区地域安全安心まちづくり区民活動支
援助成金交付

地域振興課
まちづくりセンター
商業課
地域生活安全課

建築物の建替えや面的整備などを契機とした
延焼遮断帯及び耐震化推進

－ － ○ ○ － － 長期 対象区域内 〇 ー

・東京都緊急輸送道路沿道建築物耐震
　化促進事業
・不燃化特区
・東京都木造住宅密集地域整備事業
・地区計画
・地区街づくり計画
・市街地再開発事業

世田谷区災害時避難路整備助成金交付、世田
谷区不燃化推進特定整備事業、世田谷区市街
地再開発事業補助金交付

街づくり課
市街地整備課
防災街づくり課

緊急車両の通行改善に向けた道路整備 ○ － ○ ○ － ○ 長期
住宅地と商業地ののバッファーゾン内
の緊急車両侵入困難地域

〇 ー
・地区計画
・地区街づくり計画
・東京都木造住宅密集地域整備事業

世田谷区不燃化推進特定整備事業
街づくり課
市街地整備課
防災街づくり課

6
拠点性を生かして
人々の活動を支える

まち

7
災害に強く、安全・
安心のあるまち



住む人 学ぶ人
土地建
物を持
つ人

働く人
支援す
る組織

行政
新規・拡
充する取

組み

９つの未来像実現のための取組み９つの未来像
実施を期待
する時期

実施を期待する場所
（対象場所）

活用可能な支援施策メニュー
（2020年4月時点）

区の関係所管

実施状況

実施している取組み
(記載しているもの以外でも新たに始められます)

取り組む主体
（期待できる主体、既に実施している主体）

地域の困りごとと解決方法をマッチングさせ
ることを目指したイベント実施

○ ○ － ○ ○ － 短期 計画対象区域内 － ○

・古布回収
・クリーンキャンペーン（みぢまち）
・ごみゼロデー（各町会）
・食糧支援・コロナによる生活困窮対
　策（地区社協）
・青空保健・相談室フレイル予防など
（あんしんすこやかセンター）
・各種の健康づくり、体操事業など
・太子堂あんしんフェア（あんしんす
　こやかセンター）
・地区情報連絡会〈見守りネットワー
　ク会議・地域包括ケア会議兼用〉
　（まちセンほか）

ふるさとまつり支援、地域の絆連携活性化補
助金、地域活動団体助成

地域振興課
まちづくりセンター
地域調整課

地域活動などに参加しやすい環境の整備 － － － － ○ ○ 短期 オンライン 〇 ー ・おたがいさまbank おたがいさまbank 市民活動・生涯現役推進課

せたがや国際交流センターを拠点とした多文
化共生の推進

－ ○ － ○ ○ ○ 短期 計画対象区域内 － ○

・在住外国人に対する行政情報、生
　活・文化情報、地域情報を提供・発
　信・外国人支援や国際交流に参加し
　たい区民、団体等の活躍の場と機会
　を創出（多文化理解講座の実施等）
・外国人の支援や交流に取り組む団体
　を支援及び、団体同士の連携促進・
　ネットワーク構築（外国人とかかわ
　る団体のオープン情報交換会の実施
　等）

－ 国際課

多種多様な人々へまちの魅力発信 － － － ○ ○ － 短期
観光案内所、情報発信施設、オンライ
ン

〇 ー
・HP、SNS、冊子等様々な媒体を活用
　した観光情報の発信

－
産業連携交流推進課（公社（ま
ちなか観光））

パブリックスペースを活用した地域活動の推
進

○ ○ － ○ － ○ 短期 計画対象区域内 － ○

・コロナ禍、密を回避するためふれあ
　い広場を活用した事業
・食糧支援　コロナによる生活困窮対
　策（地区社協）
・青空保健・相談室フレイル予防など
　（あんしんすこやかセンター）
・ダンディ・クラブ（社協が支援する
　地域活動団体。男性限定の体操教
　室）

－
地域振興課
まちづくりセンター

既存建築ストック提供者と活用希望者との
マッチング推進

－ － ○ ○ － ○ 長期 計画対象区域内 － ○

・地域貢献を目的とした公益的な活用
　を支援するため、空き家等を所有す
　る物件所有者と空き家等を活用した
　い団体とのマッチング等を実施。

世田谷区空き家等地域貢献活用事業助成金 市街地整備課

団体の分野や世代を超えた交流を促進させる
イベント実施

○ ○ － ○ ○ ○ 長期 計画対象区域内 〇 ー

・三茶de大道芸
・三茶ラテンフェスティバル
・太子堂ふれあいまつり（青少年地区
　委員会）
・太子堂ふれあいボウリング大会（青
　少年地区委員会）
・太子堂マラソン大会（青少年地区委
　員会）
・太子堂あんしんフェア（あんしんす
　こやかセンター）
・各町会での親睦、交流のためのおま
　つりや行事など

公益信託「世田谷まちづくりファンド」【は
じめの一歩部門】、【まちづくり活動部
門】、【U23チャレンジ部門】、区民企画共
同事業、ふるさとまつり支援、地域の絆連携
活性化補助金、地域活動団体助成

地域振興課
まちづくりセンター
地域調整課

町会・ＮＰＯ団体などと連携したまちづくり
活動支援

－ － － － ○ ○ 短期 計画対象区域内 － ○ ・提案型協働事業 提案型協働事業
地域振興課
まちづくりセンター
市民活動・生涯現役推進課

多世代の人が主体的にまちづくりに参加する
ための啓発活動推進及び議論の場創出

－ － － － ○ ○ 長期 計画対象区域内 ○ ー －

区民企画共同事業 、世田谷区社会福祉協議
会HP、世田谷区ボランティア協会HP、世田谷
くみん手帖 、世田谷芸術百華、地域の絆連
携活性化補助金交付、世田谷区一般コミュニ
ティ助成事業助成金交付、地区街づくり協議
会への助成、街づくり支援団体等への助成
等、街づくり専門家の派遣

地域振興課
街づくり課
都市計画課

まちづくりに向けた区民参加の仕組み構築 ○ － － ○ ○ ○ 長期 計画対象区域内 ○ ー －

身近なまちづくり推進事業補助金交付、地域
文化芸術振興事業補助金、世田谷区商店街イ
ベント支援事業補助金交付、地区街づくり協
議会への助成、街づくり支援団体等への助成
等、街づくり専門家の派遣

地域振興課
街づくり課
都市計画課

自主的なまちづくり推進体制及び日常的な情
報発信などによる取組み参加推進の仕組み構
築

〇 〇 〇 〇 ○ ○ 長期 計画対象区域内 ○ ー －

世田谷区一般コミュニティ助成事業助成金交
付、地区街づくり協議会への助成、街づくり
支援団体等への助成等、街づくり専門家の派
遣

地域振興課
街づくり課
都市計画課

コミュニティ活動ができる場の情報提供 － － － － 〇 ○ 短期 計画対象区域内 ー ○

・区ＨＰ
・ミニコミ誌の発行（太子堂連合町
　会、若林地区身近なまちづくり推進
　協議会）
・ごみ減量リサイクル推進委員会（太
　子堂・若林）
・身近なまちづくり推進協議会（太子
　堂・若林）
・青少年地区委員会（太子堂・若林）

－
地域振興課
まちづくりセンター

8
暮らしを通して様々
な関係性が生まれる

まち

9
誰もがまちづくりに

関われるまち


